
柴田町観光施設条例の一部を改正する条例をここに公布する。 
 
  令和５年１２月８日 
 
                        柴田町長  滝 口   茂 
 
柴田町条例第２７号 
 

   柴田町観光施設条例の一部を改正する条例 

 柴田町観光施設条例（平成２２年柴田町条例第２０号）の一部を次のように改正する。 

改  正  後 改  正  前 

 

別表（第９条関係） 

 スロープカー利用料金 

利用区分 

利用区分の上限額（１

人１回につき） 

往復 片道 

個人 大人 １,０００円 ５００円

小人 ６００円 ３００円

団体（１５

人以上） 

大人 ８００円 ４００円

小人 ４００円 ２００円

 備考 

  １～２ （略） 

 

別表（第９条関係） 

 スロープカー利用料金 

利用区分 

利用区分の上限額（１

人１回につき） 

往復 片道 

個人 大人 ５００円 ２５０円

小人 ３００円 １５０円

団体（１５

人以上） 

大人 ４００円 ２００円

小人 ２００円 １００円

 備考 

  １～２ （略） 
 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 


